
能力発揮を支える

仕組み、風土づくり
人事評価

能力開発

➢OJT（職場研修）、Off-JT（職場外

研修）、自己啓発の３つの方法を

機能させることで人財育成を図る

➢管理監督者は、仕事を進める過程

全体を人財育成の機会として捉え、

日々のマネジメントを行う

人財の

確保・採用

➢めざすべき職員像に

応じた採用要件

➢民間企業などにおける

多様な経験を有する人財

が受験しやすい試験制度

➢人物重視の採用試験

➢インターンシップ制度の

拡充

➢障害者の雇用

➢定年延長に関する法改正

に注視した採用計画

➢任期付職員などの採用

➢めざすべき職員像の実現のために必要となる

能力と評価項目との連動

➢人事管理への適切な反映

➢人事評価システムを介してのデータの蓄積及び

経年変化分析

➢ジョブローテーション

➢ゼネラリスト、スペシャリストの育成

➢意向調査を含めたキャリアデザインの形成支援

➢職員の適正配置

➢管理職を含めた昇任試験の再考

➢プライベートと仕事を両立しながらのキャリアアップの推進

➢柔軟で多様な勤務形態（テレワーク、フレックスタイム制、

サテライトオフィス、副業・兼業など）の推進

➢健康管理支援

➢メンター制度

➢デジタル化（AI、RPAなど）の推進

◆所属部署・・・・・・・職場の実態や問題点、課題を的確に把握した上で、所属部署における人財育成の方針を示し、職員の意識

改革や職場風土改革の取組など、職場の人財育成が機能するよう支援する

◆職員課・・・・・・・・各人事制度により職員の意欲や能力を最大限に引き出し、市政を担う人財の育成を全庁的に推進する

◆職員の責務・・・・・・職員自身が、組織の中における自己の役割を認識し、自己のキャリアについて考え、能力開発に努める

◆管理監督者の責務・・・部下の持てる能力を引き出し、成長を促すとともに、人財育成が日常的に行われる職場環境の実現に向け、

マネジメント能力を発揮する

昭島市人財育成基本方針【概要版】

１ 人材育成基本方針改定の背景

２ めざすべき職員像と求められる能力・行動規範

３ 人財育成の基本的な考え方

４ 人財育成における責務と役割

人財育成を推進する枠組

キャリア形成を通じた人財育成

所属部署の役割・職員課の役割

職員の責務・管理監督者の責務

めざすべき職員像

職員に求められる能力・行動規範

会計年度任用職員の育成と能力活用

〇会計年度任用職員制度を活用した業務フローの確立

〇市で働くにあたり必要となる知識・技能の習得支援

〇会計年度任用職員制度に関する本人及び職場への理解促進

職員に対するキャリア形成支援
↓

能力開発の推進
↓

職員の能力向上
↓

組織力の向上
↓

市民サービスの更なる向上

〇職員は、主体的にキャリアをデザインし、能力開発を行い、組織に貢献する

〇組織は、職員が自律的にキャリア形成できるよう支援する

職員 組織

〈人事評価における能力評価の評価項目として設定した職位ごとに求められる能力〉

全体の奉仕者として市民の財産となる職員

自ら学び考え行動する自律した職員

経営感覚と危機管理意識を備えた職員

市民志向 倫理観 協働性 経営感覚 危機管理

迅速な対応
バランス

感覚
正確性 自律

チャレンジ

精神

柔軟性 協調性 目的意識
セルフ

マネジメント

タイム

マネジメント

組織目標

人事評価

目標管理
能力開発

キャリア

形成

人事異動

意向調査書

できたこと、できなかったこと

を客観視する

⇒上司からのフィードバックを

受ける

自己のキャリアデザインに関する

意向を伝える

⇒上司から助言・支援を受ける

自分の望むものと組織の要望との

バランスを取りながらキャリアを

形成する

状況の把握・

行政ニーズの反映

状況の把握・

基本方針の明示

企画実行力

事務事業の中核

説明応対

企画実行力 業務の円滑な処理

指導・助言 チームワーク 業務改善

良好な関係の構築

説明応対

チームワーク

業務知識

ＩＴ技能

業務配分

進捗管理

能力開発

業務配分

責任感・公正性

判断力 最適な選択・判断

信頼関係の構築

折衝・調整

先見性

効率的な業務運営

段取り・柔軟性

企画、立案、
事務事業の実施

判断

説明・調整

業務遂行

課題対応

説明

業務運営

倫理

要素
主事職 主任職

構想

職位ごとに求められる能力

技能長職 係長職 課長職 部長職

組織統率
・人財育成

部下の育成・活用

役割意識

協調性

コミュニケーション

知識・技術

指導・監督

課題対応力

業務改善

昭島市を取り巻く状況の変化

平成22年３月「昭島市人材育成基本方針」策定

策定から約11年が経過

これまでの取組

・人材の確保・採用
・職員研修の充実
・職場環境づくり
・人事管理

など

新たな社会の変革に対応し、時代の要請に応えられる職員の必要性

『人材』から『人財』へ

・少子高齢化の進行 ・厳しい財政環境

・市民の価値観の多様化 ・産学官民連携

・ＷＬＢの推進 ・デジタル化の推進

・大規模災害や感染症の発生

など


